
関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

文部科学省 ○学校安全ボランティア（スクールガー
ド）の養成・研修、防犯の専門家や警察
官ＯＢ等の地域学校安全指導員（スクー
ルガード・リーダー）による各学校の巡
回・警備のポイント等の指導、モデル地
域における実践的な取組を実施。（地域
ぐるみの学校安全体制整備推進事業）
【文部科学省】

◎地域ぐるみの学校安全体制整備推進事
業（予算額）
　Ｈ18年度　1,404百万円
　Ｈ19年度　1,405百万円

○事業実施地域数（全都道府県・
指定都市）
　Ｈ17年度　61地域
　Ｈ18年度　62地域
　Ｈ19年度　64地域

○委嘱者数
　Ｈ18年度　2,646名

○引き続き、地域社会全体で学
校安全に取り組む体制の整備に
努める。（地域ぐるみの学校安
全体制整備推進事業）

警察庁 ○都道府県警察によるスクールサポー
ター制度の導入を促進。【警察庁】

○警察委嘱によるスクールサポー
ターとして報告のあった者
　Ｈ19.4.1　30都府県423人

○引き続き、スクールサポー
ター制度の拡充に努める。

厚生労働省 ○母親クラブなどの地域組織による子ど
もの見守り活動の促進を図るため、当該
活動に必要な経費を補助。

◎地域組織活動育成事業
　Ｈ18年度　252百万円
　Ｈ19年度　221百万円

○母親クラブ数
　Ｈ17.10.1　2,990クラブ
　Ｈ18.10.1　2,839クラブ

○引き続き、活動に必要な経費
の補助を実施する。

○高齢者に就業機会を確保・提供するシ
ルバー人材センターを活用し、就学前幼
児に対する保育施設からの送迎、世話な
どの育児支援を実施。（高齢者活用子育
て支援事業）

◎高齢者活用子育て支援事業
　Ｈ18年度　1,065百万円
　Ｈ19年度　1,203百万円

○高齢者活用子育て支援事業のシ
ルバー人材センター実施団体数
　Ｈ17年度　118団体
　Ｈ18年度　142団体

○引き続き、地域における育児
支援を推進する。

「子ども安全・安心加速化プラン」に基づく主な施策の実施状況等

Ⅰ　地域の力で子どもを非行や犯罪被害から守る

１　通学（園）路等の安全対策

○「地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」の推進

（１）地域のボランティア等の協力を得た登下校時の安全対策の推進

○スクールサポーター制度の導入の促進

　警察官ＯＢや防犯の専門家等からなる地
域学校安全指導員（スクールガード・リー
ダー）の全国展開を図り、全ての小学校を
巡回指導できるようにするなど取組の強化
を図る。また、地域住民に対して、学校や
通学路において子どもの見守り活動等を行
う学校安全ボランティア（スクールガー
ド）への参加を呼びかける。

　学校に関わる地域安全情報のきめ細かな
収集・提供、非行防止・犯罪被害防止教室
の支援、問題を抱えた少年に対する学校と
警察との連携した対応等のため、退職警察
官等の人材を警察署に配置するスクールサ
ポーター制度の導入を促進する。

　母親クラブ、老人クラブなどの地域組織
による子どもの見守り活動や、ファミ
リー・サポート・センター、シルバー人材
センターなどによる子どもの送迎等の取組
を支援し、子どもの安全確保の活動を推進
する。

○母親クラブ等地域における子どもの安全確保に向けた取組の推進

資料２
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関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

○子どもの預かりや保育施設からの送迎
等の援助を希望する者と当該援助を行う
ことを希望する者との相互援助活動に関
する連絡、調整を行うファミリー・サ
ポート・センターの設置を支援するた
め、当該活動に必要な経費を補助。

○ファミリー・サポート・セン
ター実施市区町村
　Ｈ17年度末　437か所
　Ｈ18年度末　480か所

○引き続き、ファミリー・サ
ポート・センターの設置支援を
実施する。

○ファミリー・サポートセンター
実施市区町村
　平成21年度　710か所
　　(子ども・子育て応援プラン）

○老人クラブによる地域の見守り活動を
含む地域を豊かにする各種事業を助成。
【厚生労働省】

○老人クラブによる地域の見守
り活動を含む地域を豊かにする
各種事業を実施する。

内閣府
その他関係省庁

○平成18年度、地域の青少年行政関係者
や青少年指導者等を対象に研究協議会を
開催し、事例発表、討議等を行い、その
成果を報告書にまとめ、全国の青少年関
係団体等に配布。（青少年健全育成活性
化方策研究協議会事業）

◎青少年健全育成活性化方策研究協議会
事業（予算額）
　Ｈ18年度　17百万円
　Ｈ19年度　10百万円

○青少年健全育成活性化方策研究
協議会開催実績
（Ｈ18年度）
全国を５ブロックに分け、各ブ
ロックごとに研究協議会を開催。
（延べ約700名参加）

○引き続き、平成18年度の青少
年健全育成活性化方策研究協議
会の成果を踏まえ、青少年育成
団体等による子どもの安全確保
の取組を推進する。（地域にお
ける青少年育成団体等による子
どもの安全確保モデル事業）

○平成19年度において、青少年育成団体
等に協力する地域ボランティアの確保・
養成等の実施に必要な経費を措置。（地
域における青少年育成団体等による子ど
もの安全確保モデル事業）
【内閣府】

◎地域における青少年育成団
体等による子どもの安全確保モデル事業
（予算額）
　Ｈ19年度　38百万円（新規）

○青少年育成団体等による子どもの安全確保の取組への参加の促進

　青少年に関わる各種民間団体や関係者等
が、日常の青少年育成の取組の中で子ども
の安全確保の活動にも積極的に参加・協力
できるよう取組を進める。

○母親クラブ等地域における子どもの安全確保に向けた取組の推進（続き）
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関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

文部科学省
警察庁
総務省
国土交通省

○全国で地域の路線バスを登校時又は下
校時にスクールバスとして活用する方策
について関係省庁による検討を行い、関
係者間の合意形成に基づく迅速な対応等
について平成18年２月17日付けで通知を
関係機関に発出。
【警察庁・総務省・文部科学省・国土交
通省】

○地域における具体的な取組み
状況を踏まえ、必要な措置を検
討する。

○地域における路線バス等を活用した通
学路の安全確保対策の導入に向けた検討
会議の開催や試行的運行等を支援。（通
学路の安全確保のためのスクールバス活
用推進事業）【文部科学省】

◎通学路の安全確保のためのスクールバ
ス活用推進事業（予算額）
　Ｈ19年度　115百万円（新規）

○引き続き、スクールバスの導
入に向けた取組の推進に努め
る。（通学路の安全確保のため
のスクールバス活用推進事業）

○地域の路線バスをスクールバスとして
活用する取組について、関係者からなる
協議会において合意がなされた場合に、
標準処理期間の短縮等、必要な手続の弾
力化を実施し、迅速な対応を可能とする
環境を整備。【国土交通省】

○路線バスを活用したスクールバ
スの実施地域
　Ｈ19.4.1　18府県以上

○引き続き、関係各省庁と連携
を図り、取組を推進する。

文部科学省
厚生労働省

○平成19年度より、放課後等の子どもの
安全で健やかな活動場所の確保を図る
「放課後子どもプラン」を実施し、その
ために必要な経費を補助。【文部科学
省・厚生労働省】

◎放課後子ども教室推進事業（予算額）
　Ｈ19年度　6,820百万円（新規）

◎放課後児童健全育成事業等（予算額）
　Ｈ18年度　12,015百万円
　Ｈ19年度　15,849百万円

○放課後児童クラブ
　Ｈ17.5.1　15,184か所
　Ｈ18.5.1　15,857か所

（参考）
○地域子ども教室
　Ｈ17年度　7,954か所
　Ｈ18年度　8,313か所

○引き続き、様々な機会を通じ
て自治体の取組を促すととも
に、必要な経費の補助を実施す
る。

○今後、原則としてすべての小学
校区での実施を目指す。

（２）スクールバスの導入

（３）放課後対策の推進

　登下校時の安全確保のため、地域の路線
バスのスクールバスとしての活用や企業、
福祉施設等の所有するバスによる無料送迎
の実施を含め、地域の関係者と連携しつつ
スクールバスの導入、運営を促進する。

　子どもたちが放課後等に安全で健やかに
過ごせる活動拠点（居場所）を地域の中に
確保し、総合的な放課後対策として実施す
る「放課後子どもプラン」（仮称）を創設
する。
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関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

総務省 ○電子タグやセンサーネットワークなど
のユビキタスネット技術を、子どもの安
全確保システムに利用することで、登下
校時等の子どもの安全確保を推進。

◎電子タグ高度利活用技術に関する研究
開発（予算額）
　Ｈ18年度　598百万円
　Ｈ19年度　448百万円

◎ユビキタスセンサーネットワーク技術
に関する研究開発
　Ｈ18年度　302百万円
　Ｈ19年度　211百万円

○引き続き、ユビキタスネット
技術等の研究開発を実施すると
ともに、事例集やモデル事業の
成果の公表等を通じてシステム
の普及促進を図る。

○地方公共団体及び民間団体等に対し、
ＩＣＴ（情報通信技術）を利活用した地
域に最適な児童見守りのシステムモデル
の構築・評価を委託。（地域児童見守り
システムモデル事業）
【総務省】

◎地域児童見守りシステムモデル事
業（予算額）
　Ｈ18年度（補正）1,220百万円

○地域児童見守りシステムモデル
事業
　委託地域数
　Ｈ18年度　16地域

警察庁
文部科学省
経済産業省

○関係省庁等による検討会議を設置し、
防犯ブザーの性能基準を定める（平成18
年11月30日）とともに、優良ブザーの推
奨制度について関係機関に周知。【警察
庁・文部科学省・経済産業省】

○引き続き、関係機関、団体と
の一層の連携を図り、防犯ブ
ザーの普及促進に努める。

内閣府
警察庁
文部科学省
経済産業省

○「学習塾に通う子どもの安全確保ガイ
ドライン」を平成18年３月17日付けで全
都道府県警察本部及び教育委員会に配布
するとともに、同ガイドラインの周知・
普及のため、全国９か所において、「学
習塾等に通う子どもの安全対策セミ
ナー」（主催：（社）全国学習塾協会。
共催：経済産業省。後援：内閣府、警察
庁、文部科学省）を開催。【内閣府・警
察庁・文部科学省・経済産業省】

○セミナー開催実績
京都、東京、大阪、広島、福岡、
名古屋、札幌、仙台、宇都宮

○引き続き、関係機関、学習塾
等との連携を図り、「学習塾に
通う子どもの安全確保ガイドラ
イン」の周知及び子どもの安全
確保に対する取組を図る。

（４）情報通信技術や防犯ブザー等を用いた子どもの安全確保の推進
○ユビキタスネット技術等を活用した安全確保
　電子タグやセンサーネットワークなどの
ユビキタスネット技術の研究開発を推進す
るとともに、効果的な事例等の情報提供を
行うことにより、地方自治体や学校等の実
情に応じた安全確保システムの導入、普及
を図る。

○子ども防犯ブザーの実効性の確保
　子どもが携帯する防犯ブザーの音色や音
量、耐久性、操作性等の性能基準を策定
し、これに適合した製品の普及を促進する
ことにより、防犯ブザーによる安全確保の
実効性を向上させる。

（５）学習塾等における子どもの安全確保の推進

　「学習塾に通う子どもの安全確保ガイド
ライン」について、関係行政機関に対する
周知に努めるとともに、関係団体への指
導、セミナーの開催等を通じて、学習塾の
みならず、子どもを対象とした教育産業に
携わる全国の事業者に対し周知・普及を図
る。
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関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

警察庁 ○地域の実情に応じ、都道府県警察の
ウェブサイトや携帯電話のメール機能等
を利用したネットワークを構築し、「子
ども110番の家」のほか、情報の提供を
希望する地域住民に対する情報提供を推
進。

○「子ども110番の家」の数
（警察庁が把握している数）
　Ｈ18年12月　約189万か所

○引き続き、情報提供体制の拡
充に努める。

○子どもや女性を被害者とする福祉犯及
び人身取引事犯について、警察庁の委託
を受けた民間団体が、市民から匿名で事
件情報の通報を受け、これを警察に提供
した上、事件の解決に寄与した情報には
情報料を支払う仕組みの導入（平成19年
10月頃から実施予定）。（子ども等を守
るための匿名通報モデル事業（仮称））
【警察庁】

◎子ども等を守るための匿名通報モデル
事業（仮称）（予算額）
　Ｈ19年度　40百万円（新規）

文部科学省 ○子どもの安全に関し、ＩＴを活用し、
関係者間で情報を効果的に共有できるよ
うな取組をモデル地域において推進。
（子どもの安全に関する情報の効果的な
共有システムに関する調査研究）【文部
科学省】

◎子どもの安全に関する情報の効果的な
共有システムに関する調査研究（予算
額）
　Ｈ18年度　208百万円
　Ｈ19年度　159百万円

○モデル事業実施数
　Ｈ18年度　33地域
　Ｈ19年度　47地域 （予定）

○引き続き、子どもの安全に関
する情報の効果的な共有システ
ムに関する調査研究を実施す
る。

２　子どもの安全に関する効果的な情報共有の推進

（１） 不審者情報等の効果的な共有ネットワークの普及

（２） ＩＴを活用した効果的な情報共有の推進

　ウェブサイトや電子メール等を活用した
効果的な情報発信、共有システム構築のた
めの調査研究を推進し、普及を図る。

　小学校と警察署において構築された不審
者情報の共有ネットワークについて、さら
に「子ども110番の家」や自主防犯パト
ロール団体等を対象としてネットワークの
拡充を進める。また、地域住民からの不審
者情報等の積極的な提供を促進するととも
に、迅速性、利便性に配慮して、様々な媒
体を活用し、住民ニーズに的確に対応した
防犯情報の提供を進める。
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関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

警察庁
文部科学省
農林水産省
国土交通省

○通学路、児童公園等に設置され、非常
用赤色灯、非常ベル、通報者撮影カメ
ラ、インターホン等を備え、緊急時に警
察への通報ができる街頭緊急通報システ
ム（スーパー防犯灯）や子ども緊急通報
装置の整備を促進。【警察庁】

○子ども緊急通報装置の整備
　Ｈ14年度　47地区　329基
　（「子どもを守る緊急支援対策
事業」として実施）
　Ｈ16年度　６地区　　39基
　Ｈ17年度　２地区　　10基
　Ｈ18年度　２地区　  12基
　　　　合計57地区　 390基

○引き続き、スーパー防犯灯、
子ども緊急通報装置の拡充に努
める。

○通知や会議等において学校や通学路の
安全点検の定期的な実施を促すととも
に、定期的に学校の安全管理の取組状況
について調査し、結果を公表。【文部科
学省】

○全国の小学校における安全点検
の実施状況
　Ｈ17年度　学校　　 98.2%
　　　　　　通学路　 98.6%

○引き続き、会議等で安全点検
の実施を促すとともに調査を実
施するなど、安全管理の徹底に
努める。

○地域住民の安全性の向上を図るため、
農山漁村における集落道及びこれに係る
付帯施設として照明施設等の設置を支援
するなど、防犯に配慮したむらづくりを
推進。【農林水産省】

○引き続き、現在の取組を継続
し、防犯に配慮したむらづくり
を推進する。

○防犯まちづくり関係省庁協議会で取り
まとめた「防犯まちづくりにおける公共
施設等の整備・管理に係る留意事項」に
基づき、まちづくり交付金・地域住宅交
付金等を活用し、防犯まちづくりを推進
する地方公共団体を支援。【国土交通
省】

○まちづくり交付金・地域住宅交
付金を活用した地方公共団体の支
援状況
まちづくり交付金
Ｈ17年度　519自治体の内数
Ｈ18年度　664自治体の内数
Ｈ19年度　764自治体の内数
地域住宅交付金
Ｈ17年度　193計画の内数
Ｈ18年度　316計画の内数
Ｈ19年度　360計画の内数

○引き続き、現在の取組を継続
し、防犯まちづくりを推進する
地方公共団体を支援する。

（１） 学校や通学路の安全に配慮したまちづくりの推進

３　子どもの安全・安心を確保したまちづくりの推進

　関係者が連携して学校や通学路の安全点
検を実施し、危険箇所の解消に向けて防犯
灯・防犯カメラの整備や見通しのよい植栽
の確保等の安全に配慮したまちづくりを促
進する。
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関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

警察庁
総務省

○通学路警戒活動に役立つ物品の無償貸
与など公民館等の活動拠点を中心とした
ボランティアによる自主防犯活動を支
援。（子どもを守る「地域安全安心ス
テーション」モデル事業の拡充）【警察
庁】

◎子どもを守る「地域安全安心ステー
ション」推進事業（新規）
　Ｈ18年度　128百万円
　Ｈ19年度　154百万円

○モデル事業指定地区数
　Ｈ17年度　231地区
　Ｈ18年度　100地区
　Ｈ19年度　100地区
　合計　　　431地区

○引き続き、活動拠点を中心と
した自主防犯活動を支援する。

○モデル事業実施数
平成20年度　新規100地区指定

○地域の安心・安全を確立し、地域防災
力を向上させるために、防災・防犯が連
携した活動を行うモデル事業を引き続き
実施し、全国展開に向けた普及啓発を実
施。（地域安心安全ステーションモデル
整備事業）【総務省】

◎地域安心安全ステーションモデル整備
事業（新規）
　Ｈ18年度　37百万円
　Ｈ19年度　11百万円

○モデル事業指定団体数
　Ｈ16年度　 15団体
　Ｈ17年度　100団体
　Ｈ18年度　103団体
　Ｈ19年度　103団体
　合計　　　321団体

○Ｈ18年度　シンポジウム(東
京）、出前講座（６県）等

○平成19年度は、シンポジウ
ム、出前講座等全国展開に向け
た普及啓発活動を行い、地域防
災力向上に努める。

国土交通省 ○バス、タクシー事業者に対し、ステッ
カー貼付などにより、子どもの安全の確
保に努めるよう広報、啓発を実施。【国
土交通省】

○バス実施地域
　Ｈ19.4.1　16都道府県
○タクシー実施地域
　Ｈ19.4.1　全都道府県

○引き続き、現在の取組を継続
し、関係機関・団体との一層の
連携を図り、事業者の取組を促
進する。

国土交通省 ○全国の多くの鉄道事業者において「こ
ども１１０番の駅」の取組を実施。【国
土交通省】

○「こども１１０番の駅」実施事
業者数・実施駅数
　Ｈ18.4.1　171社局　2,819駅
　Ｈ19.4.1　171社局　2,838駅

○引き続き、鉄道事業者による
取組を推進する。

（３）バス、タクシー、鉄道事業者による子どもの安全確保の取組の推進

　地域住民が公民館等を活動拠点として行
う自主防犯・防災活動について、このよう
な活動を支援するモデル事業を実施し、活
動の全国展開を図る。

（２） 公民館等を活動拠点とするボランティア活動の全国展開

○バス、タクシー事業者による取組の周知
　バス、タクシーの車体にステッカーを貼
り、子どもの保護や、不審者や事件等を目
撃した場合の警察への通報を実施する等
の、子どもの安全を確保する事業者の取組
について周知を図る。

○鉄道事業者による取組の推進
　実施駅の改札口又は駅事務室付近に「こ
ども１１０番の駅」のステッカーを貼り、
子どもが助けを求めてきた場合に保護する
など、鉄道事業者による、安全・安心な地
域づくりに貢献する取組を推進する。
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関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

文部科学省 ○平成19年１月に子ども向け啓発リーフ
レットを120万部作成し、全国の小学校
６年生に配布、同年２月に全国フォーラ
ムを開催。また、都道府県において、親
子を対象とした有害情報の危険性につい
て学ぶ講座の実施などメディア対応能力
を育成するため機会の提供等を実施。
（青少年を取り巻く有害環境対策の推
進）【文部科学省】

○事業実施都道府県数
   Ｈ17年度　17都道府県
   Ｈ18年度　19都道府県

○引き続き、地域における推進
体制の整備を図る。（青少年を
取り巻く有害環境対策の推進）

警察庁 ○子ども、保護者、学校職員等に対し、
インターネット上の違法・有害情報に起
因した犯罪、子どもを被害者とするサイ
バー犯罪等の具体的な事例の紹介、フィ
ルタリング導入の促進等を行うサイバー
セキュリティ・カレッジを開催。

○サイバーセキュリティ・カレッ
ジ開催数（「情報セキュリティの
日」関連行事開催時期（Ｈ18年１
月26日から同年３月２日まで））
　約210か所

○引き続き、各種広報啓発活動
を推進する。

○出会い系サイトに係る少年の犯罪被害
の防止等を図るため、中学生及び高校生
向けのリーフレットを配布。

○リーフレットの配布数
　Ｈ17年度　約90万部
　Ｈ18年度　約150万部
　Ｈ19年度　約160万部

○サイバーパトロールモニターについ
て、真に適性を有する者への委嘱、活動
状況の把握等による効果的なサイバーパ
トロールの推進。

○各都道府県警察の児童ポルノ事犯取締
り担当者に対し、具体的な検挙事例を示
した捜査研修を実施し児童ポルノ事犯の
取締りを強化。
【警察庁】

○引き続き、児童ポルノ事犯の
迅速的確な取締りを実施する。

４　子どもの成育環境の改善

（１）インターネットや各種メディアの違法・有害情報等への対策の強化

　保護者や事業者に対する意識啓発の強
化、関係機関・ボランティア等が連携した
サイバーパトロールの強化、児童ポルノ画
像等の迅速的確な事案対処能力の向上など
対策を推進する。

○インターネット環境対策の推進

　有害情報対策のための全国フォーラムの
開催や青少年向けリーフレット等の作成・
配布を行うとともに、モデル地域において
有害な図書やビデオから青少年を守る取組
や広報啓発活動を推進する。

○各種メディアの有害情報対策の推進
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関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

警察庁
総務省

○平成18年６月から、警察庁が民間団体
に「ホットライン」業務を委託し、「イ
ンターネット・ホットラインセンター」
を運用。また、平成19年４月からは、海
外のＩＮＨＯＰＥ（各国のホットライン
相互間の連絡組織）加盟団体と連携し、
違法・有害情報対策を推進。【警察庁・
総務省】

○インターネット・ホットライン
センターがプロバイダ等に対して
削除依頼を行った違法・有害情報
のうち、削除された件数（Ｈ18年
6月から同年11月まで）　722件

○インターネット・ホットライ
ンセンターに関する広報及び同
センターの業務対象外となって
いる通報への対応について、関
係機関・団体等の協力を確保す
る。

○インターネット・ホットライ
ンセンターが現在業務対象外と
している通報も含め、通報内容
の分析を実施する。

総務省
経済産業省

○フィルタリングの普及を図るため、総
務省メールマガジンやフィルタリングの
周知啓発リーフレットを作成し、各総合
通信局、消費者相談センター及び警察署
等を通じて、学校や保護者に配布。

○リーフレット配布部数
　部数：100万部

○引き続き、関係事業者,関係
機関等と連携してフィルタリン
グの周知等を推進する。

○平成18年11月、携帯電話事業者等に対
し、普及促進に関する自主的取組の強化
を要請。

○平成18年11月の総務省の要請を
受け、携帯電話事業者は自主的取
組を強化し、フィルタリングの利
用に関する保護者の意思確認を確
実に行えるよう、携帯電話事業者
は契約申込書及び親権者同意書の
改訂をすべて実施。

○平成19年２月、警察庁及び文部科学省
と合同で、携帯電話のフィルタリングに
ついて、学校関係者や保護者を始めとす
る住民に対し、その周知啓発活動に取り
組むよう、都道府県知事、教育委員会及
び都道府県警察等に依頼。
【総務省】

○フィルタリングソフトの無償提供やシ
ンポジウムの開催等を通して、フィルタ
リングの普及啓発を実施。

○無償配布フィルタリングソフト
のダウンロード数
　Ｈ18年度　27,259件

○「フィルタリング普及啓発アクション
プラン」等に基づき、関係省庁、関係事
業者等が連携しつつ、メールマガジンや
セミナー、ＨＰを通した情報提供等を通
じて、フィルタリングの周知等を推進。
【経済産業省】

○官民連携したインターネット上の違法・有害情報対策の推進

○フィルタリングソフトの普及

　インターネット利用者からインターネッ
ト上の違法・有害情報に関する通報を受け
付け、警察への通報やプロバイダ等への削
除依頼等を行うインターネット上の「ホッ
トライン」業務の適切な運用を推進する。

　携帯端末や動画に対応したフィルタリン
グソフトの配布・普及を推進するととも
に、フィルタリングの新たなレイティング
基準（Safety Online３）の周知等を図
る。また、「フィルタリングの普及啓発ア
クションプラン」（平成18年3月に関係業
界団体が公表）等に基づき、関係省庁、関
係事業者等が連携しつつ、メールマガジン
やセミナー等を通じて、フィルタリングの
周知等を推進する。
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関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

総務省 ○「インターネット上の違法・有害情報
への対応に関する研究会」最終報告書
（平成18年８月25日）を受け、業界団体
によるガイドライン及びモデル約款の策
定を支援。【総務省】

○業界団体による「インターネッ
ト上の違法情報への対応に関する
ガイドライン」及び「違法・有害
情報への対応等に関する契約約款
モデル条項」の策定・運用の開
始。（Ｈ18年11月）

○引き続き、電気通信事業者団
体によるガイドラインの周知や
運用を支援することで、プロバ
イダ等による違法・有害情報の
削除などの自主的対応を支援す
る。

警察庁 ○「バーチャル社会のもたらす弊害から
子どもを守る研究会」において、違法・
有害情報がもたらす弊害や、その対策の
現状と問題点、今後の取組強化の方向性
について審議し、平成18年12月に報告書
取りまとめ。

○引き続き、関係機関・団体等
と連携し、携帯電話のフィルタ
リングの利用促進に重点を置い
た対策の強化に努める。

○平成19年２月、携帯電話のフィルタリ
ング利用促進に関する総務省及び文部科
学省と合同の通達を発出。
【警察庁】

警察庁 ○少年指導委員の効果的な指導・教育を
行うため、少年指導委員に対する指導用
資料・指導用ＤＶＤを作成し、全都道府
県警察へ配布。

○配布部数
　資料：2,100部配布
　ＤＶＤ：各1部配布

○引き続き、少年指導委員に対
する研修を実施する。

○毎年１回以上、少年指導委員に
対する研修を実施する。

○ボランティア活動の活性化を図るた
め、民間団体で実施された若手少年警察
ボランティアを対象にした研修会におけ
る説明や資料配布等の支援を実施。
【警察庁】

○引き続き、ボランティア活動
の活性化のため、支援を実施す
る。

（２）少年指導委員等ボランティアによる街頭補導活動の活性化

　インターネット上の違法・有害情報への
プロバイダ等の対応に関し、情報の違法性
の判断や自主的対策を効果的に支援する方
策について検討を進める。

○子どもの非行や犯罪被害を助長するおそれのある違法・有害情報への対策等の検討

　インターネット上の性や暴力等の違法・
有害情報や、子どもを性の対象とする画像
等のもたらす弊害への対策、また子どもの
インターネットやゲーム依存の問題への対
策等について検討を進める。

　歓楽街等における官民一体となった環境
浄化対策の推進のため、少年指導委員等ボ
ランティアの効果的な指導・教育を行うた
めの指導教養教材の開発、知識・技能等の
効果的な研修の実施、ボランティアによる
自主的な取組を活性化させるための広報啓
発の実施等を推進する。

○プロバイダ等による自主的措置の検討
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関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

文部科学省
警察庁

○非行防止教室の開催その他の啓発活動
の充実を図るとともに、平成18年５月に
警察庁及び文部科学省で共同作成した
「児童生徒の規範意識を育むための教師
用指導資料」について、小中学校等に配
布し、会議等において各教育委員会等に
対して周知。【警察庁・文部科学省】

○非行防止教室開催校数、開催回
数
　Ｈ17年度　23,640校、27,434回
　Ｈ18年度  24,336校、28,901回

○「児童生徒の規範意識を育むた
めの教師用指導資料」配布部数
（Ｈ18年度実施）
（配布先） 1,987件
（数量）  42,320部

○様々な機会を通じて、各教育
委員会等に対して周知するなど
して、非行防止教室の推進を図
る。

文部科学省
法務省

○保護司が、少年の問題行動に対する地
域のサポートチームの構成員として中学
校と連携して「中学生サポート・アク
ションプラン」に基づいた取組を実施す
るとともに、こうした活動の事例を取り
まとめ。【法務省・文部科学省】

○保護司が中学校に赴き、少年の
諸問題について協議等を行った回
数
　Ｈ18年度　34,991回

○引き続き、これまでの活動事
例を基に現在の取組を推進す
る。

○学校、教育委員会、関係機関等からな
るサポートチームの形成など、地域にお
ける支援システムづくりを促進。また、
全国６ブロックで、関係機関が一同に会
する協議会を開催。（問題行動に対する
地域における行動連携推進事業）【文部
科学省】

◎問題を抱える子ども等の自立支援事業
（予算額）
　Ｈ19年度　1,227百万円（新規）

○サポートチーム等地域支援シス
テム指定団体
　Ｈ17年度から継続団体数
                      130団体
　Ｈ18年度新規団体数　 51団体
                合計　181団体

○暴力行為、いじめ等の未然防
止、早期発見・早期対応など関
係機関と連携した効果的な取組
について調査研究を実施。
（「問題を抱える子ども等の自
立支援事業」（新規））

（１）非行防止に向けた取組の推進
○学校における非行防止教室の充実
　「非行防止教室等プログラム事例集」や
「児童生徒の規範意識を育むための教師用
指導資料」の普及を図り、地域の実状に応
じた学校における非行防止教室の充実を図
る。

○地域の協力を得た非行防止に向けた取組の活性化
　保護者やＰＴＡ、ボランティア、関係機
関等の参加を得て家庭や地域と連携した取
組を推進する。「中学生サポート・アク
ションプラン」に基づき、学校担当保護司
と中学校が連携した取組を推進する。

Ⅱ　子どもが非行・犯罪被害に巻き込まれない力を地域で育む

１　非行・犯罪被害防止に向けた取組や情報モラル教育等の充実
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関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

文部科学省
警察庁
厚生労働省

○薬物乱用防止教室の開催を支援するた
め、警察職員、麻薬取締官OB等の外部講
師に対する講習会を実施するとともに、
ＭＤＭＡ等合成麻薬及び違法ドラッグ
（いわゆる脱法ドラッグ）乱用防止のた
めの緊急対策として地域フォーラムの全
国開催等の取組を実施。【文部科学省】

○薬物乱用防止教室推進事業の実
施地域
　Ｈ17年度　39都道府県
　Ｈ18年度　40都道府県

○フォーラムの開催数
　Ｈ18年度　２か所

○引き続き、警察職員、麻薬取
締官ＯＢ等の協力を得た薬物乱
用防止教室の開催等の充実に努
める。

○薬物乱用防止教室の開催その他の啓発
活動の充実を図り、少年に薬物の有害
性、危険性に関する正しい知識を修得さ
せ、薬物乱用の根絶を図ることを都道府
県警に指示し、広報啓発等を強化。【警
察庁】

○様々な機会を通じて、薬物乱
用防止教室の開催を推進する。

○薬物乱用防止のため、啓発読本（全小
中学校、小６全児童保護者）の配布を実
施。また、ＭＤＭＡ・大麻に特化した乱
用防止のための啓発読本（中１全生
徒）、違法ドラッグ（いわゆる「脱法ド
ラッグ」）に特化した乱用防止のための
リーフレット（全中高生）の配布を実
施。【厚生労働省】

○ 啓発読本の配布部数
　Ｈ17年度　約130万部
　Ｈ18年度　約130万部
　Ｈ19年度　約130万部(予定)

○　リーフレットの配布部数
　Ｈ17年度
  MDMA・大麻約750部
　Ｈ18年度
  MDMA・大麻約120部、違法ド
ラッグ約120万部
　Ｈ19年度
  MDMA・大麻約120部(違法ドラッ
グと統合)(予定)

○薬物乱用防止の啓発を図るた
め、引き続き、小中高生等に配
布を実施する。

（２）薬物乱用防止教育の推進
　警察職員、麻薬取締官ＯＢ等の協力を得
た薬物乱用防止教室の開催や、ＭＤＭＡ等
合成麻薬及び違法ドラッグ（いわゆる脱法
ドラッグ）乱用防止のための緊急対策とし
て地域フォーラムの全国開催等の取組を推
進する。
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関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

警察庁
文部科学省

○子ども、保護者、学校職員等に対し、
インターネット上の違法・有害情報に起
因した犯罪、子どもを被害者とするサイ
バー犯罪等の具体的な事例の紹介、フィ
ルタリング導入の促進等を行うサイバー
セキュリティ・カレッジを開催。（再
掲）

○サイバーセキュリティ・カレッ
ジ開催数（「情報セキュリティの
日」関連行事開催時期（Ｈ18年１
月26日から同年３月２日まで））
　約210か所

○引き続き、各種広報啓発活動
を推進する。

○出会い系サイトに係る少年の犯罪被害
の防止等を図るため、中学生及び高校生
向けのリーフレットを配布。（再掲）
【警察庁】

○リーフレットの配布数
　Ｈ17年度　約90万部
　Ｈ18年度　約150万部
　Ｈ19年度　約160万部

○情報モラルの指導内容を体系的にまと
めた「情報モラル指導モデルカリキュラ
ム」及び本モデルカリキュラムに対応し
た「情報モラル指導実践キックオフガイ
ド」を作成し、全国の教育委員会、学校
の現場等に配布。（情報モラル等指導サ
ポート事業）【文部科学省】

○キックオフガイドの配布部数
　Ｈ18年度　60万部

○平成19年度は、情報モラル教
育の指導事例等を紹介するＷｅ
ｂサイトを作成したり、セミ
ナーを開催し、情報モラル指導
について一層の普及を図る。

総務省 ○子どもが安全に安心してインターネッ
トや携帯電話等を使用できるようにする
ため、平成18年度に総合的なICTメディ
アリテラシー育成プログラムを開発。
【総務省】

○総合的なICTメディアリテラ
シー育成プログラム「伸ばそう
ICTメディアリテラシー　～つな
がる！わかる！伝える！これが
ネットだ～」を開発。（Ｈ18年
度）

○平成19年度、開発した育成プ
ログラムを広く利用できる環境
を構築し、普及を図る。また、
導入効果の検証等を行い、育成
プログラムの更新に反映させ
る。

警察庁
文部科学省

○平成19年度予算において、子ども防犯
テキストの改訂に必要な経費を措置済。
【警察庁】

○子ども防犯テキスト「みんなで
気をつけようね」の改訂
　Ｈ19年度　10百万円（新規）

○子ども防犯テキストを活用し
た被害防止教育の積極的な推進
に努める。

○防犯教室用の小学校低学年向けのリー
フレット「大切ないのちとあんぜん」を
すべての小学校１～２年生（平成１9年
４月現在）へ配布。【文部科学省】

○引き続き、各種教材の普及・
促進に努める。

（３）情報モラルやメディアリテラシーの教育の推進

○学校における情報モラル教育等の推進
　学校において非行防止教室等とネット
セーフティ教室を連動して実施すること等
により、子どもが情報モラルやメディアリ
テラシーを身に付ける機会を充実するとと
もに、保護者や教員、地域ボランティア等
に対してもこれらを学ぶ機会の充実を図
る。

○指導マニュアルや教材等の開発
　インターネット、携帯電話等に関するメ
ディアリテラシーに係る指導マニュアルや
教材等について調査開発を行い、広く普及
する。

（４）防犯教育の推進

○効果的な教材等の作成・普及
　実践的な取組事例集や子ども向けリーフ
レットの普及を図るとともに、最近の児童
への声かけや連れ去り手段等の犯行手口を
踏まえた効果的な被害防止教育のための教
本等の作成を促進する。
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関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

警察庁
文部科学省

○各都道府県警察において、寸劇、紙芝
居、地域安全マップの作成等参加・体験
型教育のほか、子ども被害防止教室専従
班の設置等による効果的な被害防止教室
を推進。【警察庁】

○被害防止教室の実施数
　Ｈ18年12月　約27,000教室

○引き続き、効果的な被害防止
教室の推進に努める。

○防犯や応急手当等についての訓練等を
実施する防犯教室の開催を推進するた
め、教職員や警察官等防犯教室の講師に
対する講習会を実施。【文部科学省】

○事業実施数
　Ｈ17年度　47都道府県（うち２
県は独自の取組を実施）
　Ｈ18年度　47都道府県（うち２
県は独自の取組を実施）

○引き続き、教職員や警察官等
防犯教室の講師に対する講習会
を実施し、効果的な子どもの防
犯教育に努める。

文部科学省 ○他校のモデルとなる様々な体験活動を
実施し、その成果を全国に普及。（豊か
な体験活動推進事業）

◎豊かな体験活動推進事業（予算額）
　Ｈ18年度　470百万円
　Ｈ19年度　713百万円

○事業実施校数
　Ｈ17年度　　940校
　Ｈ18年度　1,175校
　Ｈ19年度　1,645校

○引き続き、学校における体験
活動を推進する。平成19年度
は、特に「学校教育における人
間力向上のための長期宿泊体験
活動推進プロジェクト」におい
て、長期宿泊体験活動を推進す
る。(豊かな体験活動推進事
業）

○誰もが身近にスポーツに親しむことが
できる総合型地域スポーツクラブの全国
展開を推進。
【文部科学省】

○総合型地域スポーツクラブの育
成数(育成中を含む。)
　Ｈ17年度　783市区町村
　　　　　　2,155クラブ
　Ｈ18年度　786市区町村
　　　　　　2,416クラブ

○引き続き総合型地域スポーツ
クラブの全国展開を推進する。

文部科学省 ○不登校やニートなど悩みを抱える青少
年に向けた自然体験や生活体験、社会体
験などへの参加を促すモデル事業を実
施。（青少年の自立支援事業）【文部科
学省】

○事業実施数（委託事業数）
　Ｈ17年度　36地域
　Ｈ18年度　47地域

○引き続き、青少年の自立を支
援するため、意欲や社会性を高
める自然体験や社会体験などの
充実を図る。

○効果的な被害防止教育の推進
　子どもの学年や理解度に応じた参加・体
験型の教育など効果的な被害防止教育を推
進するとともに、教職員や警察官等防犯教
室の講師に対する講習会の実施等を通じて
学校における教育内容・方法の一層の改善
充実を図る。

２　健全な心を育む体験活動等の充実

（１）学校等における体験活動等の推進
　児童生徒の社会性や豊かな人間性を育む
ため、成長段階に応じた自然体験、職場体
験、社会奉仕体験等の体験活動を積極的に
推進するとともに、地域におけるスポーツ
の振興を図る。

（２）青少年の自立支援事業の推進
　青少年等が自然体験や仲間との共同生活
体験、ボランティア活動等を通じて実社会
にふれる体験など多様な体験活動等に取り
組む機会を提供することにより、青少年の
主体性・社会性を高め、自立した成長を支
援する取組を推進する。
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関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

農林水産省 ○将来の就農につながるよう農業体験活
動に取り組む子どもたちの全国的な交流
の場づくりの支援及び農業体験学習の受
入れに関する情報提供等への支援を実
施。

○活動コンクール（Ｈ17年度（応
募作品95点）、Ｈ18年度（応募作
品153点））、全国交流会開催
（Ｈ17年度、18年度開催）

○引き続き従来の施策を行なう
とともに、農業・農村体験活動
を定着させるための情報提供等
を支援する。

○インターネットを活用した森林環境教
育活動に係る全国情報の受発信や普及啓
発など共通的な条件整備を推進。

○森林環境教育ネットワーク運営
（メールマガジン発行２回/
月）、シンポジウム開催（Ｈ18年
度）

○森林環境教育活動のモデルと
なる施設や活動の評価基準の検
討・策定、人材育成のための研
修会の企画・開催等を推進す
る。

○地域資源を活かした農山漁村づくりを
円滑に推進するため、自然環境教育に資
する農林漁業体験学習等の場等、都市と
農山漁村の交流の拠点となる施設の整備
を実施。
【農林水産省】

◎農山漁村活性化プロジェクト支援交付
金（予算額）
　Ｈ19年度　34,088の内数（新規）

○平成19年度より創設された
「農山漁村活性化プロジェクト
支援交付金」により、これまで
農村・山村・漁村地域別々に施
設等の整備を行うものであった
事業を、農・林・水１つの計画
で一体的かつ弾力的に実施す
る。

文部科学省 ○専門家を集めた調査研究会議を開催
し、情動の科学的解明と教育等への応用
について調査研究を実施。（情動の科学
的解明と教育等への応用に関する調査研
究）【文部科学省】

◎情動の科学的解明と教育等への応用に
関する調査研究(予算額）
　H18年度　14百万円

◎子どものこころの成長に関する基盤整
備事業（予算額）
　Ｈ19年度　13百万円（新規）

○引き続き調査研究を実施。
（「子どものこころの成長に関
する基盤整備事業」（新規））

（３）農林漁業体験活動の促進
　子どもたちの農業・林業・漁業における
様々な体験の機会を拡大するため、受入に
関する情報提供等を推進する。

（４） 脳科学等の研究成果の教育への応用
　子どもの情動や心の発達に関する脳科学
等の科学的研究の成果を教育等へ応用する
ための方策について調査研究し、学校や家
庭・地域において効果的な教育活動が行わ
れることを目指す。
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関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

警察庁
法務省
文部科学省
厚生労働省
その他関係省庁

○地域ブロックごとに「問題行動に対す
る連携ブロック協議会」を開催し、関係
機関が連携をとるに当たっての課題等に
ついて具体的な情報交換・意見交換等を
実施。（問題行動に対する地域における
行動連携推進事業）【警察庁・文部科学
省】

○平成18年度「問題行動に対する
連携ブロック協議会」を全国６ブ
ロックで開催。

○引き続き、関係機関との協議
会を開催する予定。

○保護司が、少年の問題行動に対する地
域のサポートチームの構成員として中学
校と連携して「中学生サポート・アク
ションプラン」を実施。【法務省】（再
掲）

○保護司が中学校に赴き、少年の
諸問題について協議等を行った回
数
　Ｈ18年度　34,991回

○引き続き、これまでの活動事
例を基に現在の取組を推進す
る。

○学校、教育委員会、関係機関等からな
るサポートチームの形成など、地域にお
ける支援システムづくりを促進。（問題
行動に対する地域における行動連携推進
事業）【文部科学省】（再掲）

◎問題を抱える子ども等の自立支援事業
（予算額）
  H19年度　1,227百万円(新規）

○サポートチーム等地域支援シス
テム指定団体
　Ｈ17年度から継続団体数
                      130団体
　Ｈ18年度新規団体数　 51団体
                合計　181団体

○暴力行為、いじめ等の未然防
止、早期発見・早期対応など関
係機関と連携した効果的な取組
について調査研究を実施する。
（「問題を抱える子ども等の自
立支援事業」（新規））

○市町村において非行児童などの要保護
児童等に関する情報の交換や支援内容の
協議を行う要保護児童対策地域協議会
に、民生委員・児童委員を始めとする関
係機関が参画して非行児童等の支援を実
施。

○市町村における要保護児童対策
地域協議会（虐待防止ネットワー
クを含む）の設置率
　Ｈ17.6　51.0％
　Ｈ19.3　85.1％（見込み）

○引き続き、現在の取組を継続
し、関係機関・団体との一層の
連携の推進を図る。

○平成21年度までに全市町村に設
置。（子ども・子育て応援プラ
ン）

○地方自治体との協働により「地域若者
サポートステーション」を設置し、ニー
ト状態にある若者等の置かれた状況に応
じた専門的な相談や、職業意識啓発プロ
グラムを実施。地域におけるネットワー
クを構築し各支援機関への適切な誘導を
実施。
【厚生労働省】

○地域若者サポートステーション
設置数
　Ｈ18年度　25か所
　Ｈ19年度　50か所

○引き続き、現在の取組を継続
し、関係機関・団体との一層の
連携の推進を図る。

Ⅲ　困難を抱える子どもの立ち直り等を地域で支援する

１　立ち直り支援体制の充実

　各地域において少年の立ち直りに関わる
教育、警察、福祉、更生保護、労働等の関
係機関が一堂に会する協議会を開催し、少
年サポートチームの円滑な実施方策や、民
生・児童委員との効果的な連携の在り方、
保護観察中の少年等の支援の在り方、就
学・就労に至るまでの継続的な支援の在り
方、関係機関による情報共有の在り方等の
諸課題について検討を行い、支援の円滑な
推進を図る。

○関係機関の協議会の推進等による立ち直り支援の強化
（１） 関係機関の連携強化による立ち直り支援の推進
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関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

内閣府
その他関係省庁

○都道府県等に「総合コーディネー
ター」とこれを支える仕組みとしての
「知恵袋会議」を試験的に設置し、この
取組の効果及び課題等につき情報を収集
するモデル事業の実施に向けた検討に着
手。【内閣府】

◎少年補導センターを活用した青少年の
社会的自立のための総合的支援モデル事
業（予算額）
　Ｈ19年度　14百万円（新規）

○平成19年度に各補導センター
で収集した成果を持ち寄り、学
識経験者も含めた「少年補導セ
ンターにおける総合コーディ
ネートの在り方に関する検討
会」にて議論の上、全国に発信
できる取組について検討する。

内閣府
その他関係省庁

○ 「平成17年度 少年非行事例等に関す
る調査研究報告書」に少年サポートチー
ムによる活動の好事例を盛り込み、少年
補導センター職員等の研修の場等にて紹
介。【内閣府】

○ 引き続き、関係省庁におい
て少年サポートチームによる活
動の更なる拡充を図る取組を推
進する。

○「関係機関等の連携による少年サポー
ト体制の構築について」（平成16年9月
10日少年非行対策課長会議申合せ）の趣
旨を踏まえ、各都道府県警察に対し、会
議の場等を通じて関係機関等と構成する
少年サポートチームとのより効果的な連
携を推進するよう指示。【警察庁】

○警察庁に報告のあったサポート
チーム活動件数
　Ｈ18.1.31　1,059件
　Ｈ19.1.31　1,101件

○引き続き、少年サポートチー
ムの形成促進に努める。

文部科学省 ○平成19年度より新たに、不登校、暴力
行為、いじめ等の早期発見・早期対応な
ど問題を抱える児童生徒の支援を行うた
めの効果的な取組についての調査研究を
実施。（問題を抱える子ども等の自立支
援事業）（再掲）

◎問題を抱える子ども等の自立支援事業
（予算額）
　Ｈ19年度　1,227百万円（新規）

○引き続き、問題を抱える子ど
も等の自立支援事業の中で取り
組んでいる当該事例について全
国的な普及を図る。

○スクールカウンセラーを活用するため
の効果的な取組についての調査研究を実
施。

○スクールカウンセラーについて
は平成18年度計画で中学校を中心
に約１万校に配置。
　Ｈ17年度　9,547校
　Ｈ18年度（実績集計中）

○引き続き、スクールカウンセ
ラーの配置・活用を推進する。

○地域の人材を活用した「子どもと親の
相談員」の配置及び生徒指導体制の充実
や関係機関との連携を推進する「生徒指
導推進協力員」の配置を推進している。
【文部科学省】

○子どもと親の相談員の配置
　Ｈ17年度　全国974校
　Ｈ18年度　全国968校

○生徒指導推進協力員の配置
　Ｈ17年度　全国223地域
　Ｈ18年度　全国259地域

○引き続き「子どもと親の相談
員」、「生徒指導推進協力員」
の配置を推進する。

少年補導センターにおける総合的支援事業の実施、普及

　非行少年の立ち直りの支援のため、関係
省庁において少年サポートチームの効果的
な実施方策の検討を行うほか、青少年相談
に関する各種研修会等の場で好事例の紹
介・普及等を行い、さらなる拡充を図る。

○問題を抱えた児童生徒への学校教育における支援の充実

　複数の少年補導センターにおいて、立ち
直り支援の「総合コーディネーター（仮
称）」を配置し、警察、教育、福祉、労働
等の関係機関とも連携しながら、困難を抱
える少年の就学・就労等に至るまでの立ち
直りを個別的・継続的に支援するモデル事
業を行い、結果を踏まえて事業の普及を図
る。

○関係機関の連携した少年サポートチームの拡充

　問題を抱えた児童生徒の悩みや困難を受
け止め適切に対応するため、学校と関係機
関が連携したサポート体制の充実や、学校
における教育相談体制の整備など生徒指導
体制の充実を図る。
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関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

法務省
厚生労働省

○平成18年度から,各保護観察所におい
て、公共職業安定所と連携して、保護観
察対象者等の就労支援のメニューとし
て、職場体験講習、トライアル雇用、セ
ミナー、身元保証システム等を推進。

○保護観察終了時における無職者
数（刑務所出所者等を含む。）
　Ｈ17年度　10,532人/49,866人
　Ｈ18年度　9,620人/47,622人　（速
報値）

○引き続き、現在の取組を推進
する。

○少年院在院者に対して進路指導及び職
業補導を実施して就労に対する心構えを
身に付けさせるとともに、ハローワーク
職員による職業講話、職業相談、職業紹
介等の就労支援を行い、円滑な保護観察
への移行を支援。

○引き続き進路指導及び職業補
導によって就労に対する心構え
を身に付けさせるとともに、ハ
ローワーク職員等と連携をと
り、総合的就労支援策を推進す
ることにより、円滑な保護観察
への移行に努める。

○協力雇用主の紹介パンフレットを作成
し、事業主に対して、説明するなどして
協力雇用主の拡大を促進。
【法務省】

○協力雇用主数
　Ｈ18.4.1　5,734人
　Ｈ19.4.1　5,778人

○引き続き、現在の取組を推進
する。

○平成18年度から刑務所出所者等に対
し、ハローワークと更生保護機関等とが
連携し、職業相談・紹介、協力雇用主を
対象とした求人開拓及び試行雇用奨励金
の支給等の就労支援を行うことにより、
その就労による自立を促進。【厚生労働
省】

○刑務所出所者等就労支援事業等
による就職者数（刑務所出所者等を
含む。成人を含む。）
　Ｈ18年度　1,438人

○実施状況等を踏まえ、引き続
き実施を検討する。

法務省
警察庁
その他関係省庁

○各都道府県警察が少年警察ボランティ
アとして委嘱した大学生等が、少年の相
談相手や広報等の活動を実施。【警察
庁】

○平成18年度、大学生ボランティ
アを32道府県で委嘱。

○関係機関・団体との連携によ
り、引き続き、現在の取組を推
進する。

○ＢＢＳ会（兄や姉のような身近な存在
として“同じ目の高さ”で接しながら、
少年が自分自身で問題を解決したり、健
全に成長していくのを援助するととも
に、犯罪や非行のない地域社会の実現を
目指す青年ボランティア団体）と連携
し、「ともだち活動（非行少年等と「と
もだち」となり、更生を支援する活
動）」等の活動を支援。【法務省】

○「ともだち活動」実施回数
　 Ｈ17年度　219回
 　Ｈ18年度　280回

○引き続き、現在の取組を推進
する。

　非行等の問題を抱える少年の立ち直りを
図るため、同世代又は年齢の近い世代であ
る大学生や青年ボランティア団体等と連携
し、少年の相談相手となったり、勉学・社
会参加活動等を支援する活動を促進する。
また、地域におけるボランティアによる自
主的な取組を活性化させるための支援に努
める。

○非行少年の就労支援等の推進
　矯正施設、更生保護機関と職業安定機関
の連携強化を図り、少年院在院者や保護観
察中の少年等に対する就労支援や、協力雇
用主の拡大を行う総合的就労支援策を推進
する。

○青年団体等民間ボランティア団体等との連携
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関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

警察庁
その他関係省庁

○全国10か所（８都道府県）の街頭ビ
ジョンを活用し、少年相談窓口を広報す
る映像を放映。

○引き続き、全国10か所（８都
道府県）の街頭ビジョンで広報
を行う予定。

○平成19年１月、各都道府県警察に対し
「都道府県・指定都市教育委員会におけ
る教育相談窓口との連携協力及び少年相
談窓口の夜間、休日における対応の強化
について」（通達）を発出し、教育相談
窓口との連携協力と夜間、休日における
相談への早急な対応等について指導を実
施。
【警察庁】

○各都道府県警察において、当直
員、留守番電話、ＦＡＸ又はメー
ルにより、夜間、休日の相談に対
応する。

○引き続き、夜間、休日におけ
る少年相談窓口の対応強化に努
める。

○文部科学省ホームページで相談窓口を
周知。また、子どもたちが全国どこから
でも夜間・休日を含めて、いつでもいじ
め等の悩みを相談できるよう、全国統一
の電話番号を設定。【文部科学省】

○平成19年２月21日からすべての
都道府県・指定都市教育委員会に
おいて、24時間対応を可能とする
ための体制を整備した。

○平成20年度以降の取組につい
ては、平成19年度の「24時間ダ
イヤル」の利用状況や都道府
県・指定都市教育委員会の意見
を踏まえて検討する。

警察庁 ○児童虐待の未然防止等を目的とした全
警察職員対象の視聴覚教材用ＤＶＤを制
作し、都道府県警察に配布。【警察庁】

○教材用ＤＶＤを制作し、都道府
県警察本部及び警察署に各１本配
布。

○効果的な相談活動の実施に向
けて、研修等の充実に努める。

法務省 ○平成18年度、全国一斉「子どもの人権
１１０番」強化週間（８月23日から９月
３日まで）及び「いじめ」問題相談強化
週間（10月23日から同月29日まで)にお
いて、相談窓口の開設時間の延長等を実
施。

○相談件数
（子どもの人権１１０番による相
談）
　Ｈ17年　 9,127件
　Ｈ18年　12,885件

○フリーダイヤル化した「子ど
もの人権１１０番」とインター
ネットによる人権相談受付シス
テムを継続して実施する。ま
た、平成19年度も９月17日から
同月23日に専用相談電話の強化
週間を計画している。

○平成19年２月22日から、子どもが安心
して、気軽に相談できる環境を整備する
ため、専用相談電話のフリーダイヤル化
（0120－007－110）と、「いじめ」問題
を始めとする人権問題について、相談者
が相談窓口の開設時間を気にせず相談を
申し出ることができるようインターネッ
トによる人権相談受付システムを導入。
【法務省】

（２）困難を抱えた子どもの相談活動の充実

○相談しやすい窓口の整備

　子ども、保護者、学校関係者等への相談
窓口についての情報発信の推進、インター
ネットの活用等による相談しやすい環境の
整備、各種相談窓口の一元化や民間施設へ
相談窓口を配置するなど、困難を抱える少
年の就学・就労等を促進する。

○ボランティアによる相談活動等のための教材の作成等
　少年非行や児童虐待等を未然に防止する
ため、少年補導職員や少年警察ボランティ
ア等による相談活動等の実効性を高めるよ
う、効果的な面接・相談や保護者に対する
指導等についての教材の作成等を行う。

○「子どもの人権１１０番」等による相談・救済活動の推進
　全国50の法務局、地方法務局に専用相談
電話「子どもの人権１１０番」を設置し、
児童虐待等を始めとする子どもの人権問題
をめぐる相談を専門的に受け付け、解決を
図る取組を促進する。
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関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

文部科学省 ○地域のボランティア団体、青少年団体
等と連携・協力し、社会奉仕活動や体験
活動などを行うことができる継続的活動
の場（居場所）づくりを推進。（問題を
抱える青少年のための継続的活動の場づ
くり事業）【文部科学省】

◎問題を抱える青少年のための継続的活
動の場づくり事業（予算額）
　Ｈ18年度　51百万円
　Ｈ19年度　45百万円

○事業の実施都道府県数
　Ｈ17年度　16都道府県
　Ｈ18年度　14都道府県

○継続的活動の場数
　Ｈ17年度　70か所
  Ｈ18年度　71か所

○引き続き、問題を抱える青少
年のための継続的活動の場づく
りを推進する。

警察庁 ○各都道府県警察の少年警察部門を担当
する警察官を対象にした全国会議、専科
教養、長官監察等を行い、効果的な捜
査、調査の事例紹介や事例に基づく協
議、検討等を行うなど、少年の立直りに
資する感銘力のある捜査、調査を推進。

○少年補導職員を対象にしたカウンセリ
ング技術の習得等に関する研修を行い、
職員の専門知識及び技能の向上を推進。
【警察庁】

○研修等実施実績
　　全国レベルでの開催回数
　Ｈ18年度　４回
　Ｈ19年度　３回（予定）
　このほか、各都道府県におい
て、少年事件捜査・調査に関する
研修を１回以上開催

○引き続き、全国会議、研修等
を実施する予定。

○少年の立直りに資する少年事
件捜査、調査を推進するための
執務資料の作成を検討する。

○各都道府県の少年警察を担当
する警察官を集め、少年の立直
りに影響を与えた捜査・調査の
事例、立直り支援と連動した捜
査・調査等を発表して協議する
などし、各都道府県警察の実務
能力のレベルアップを図る。

警察庁 ○少年対話会パイロット事業に関する調
査研究会を開催し、対話会の今後の課題
等を検討するとともに、少年対話会の実
施手順に関するＤＶＤを作成し、各都道
府県警察へ配布。【警察庁】

○少年対話会ＤＶＤ配布部数
全都道府県に各１部配布

○引き続き、少年対話会の有効
性等について検討する予定。

○「少年対話会」の推進

（３） 問題を抱える青少年の立ち直りのための継続的活動の場づくりの推進
　非行等の問題を抱える青少年の立ち直り
を支援するため、地域のボランティア団
体、青少年団体、スポーツクラブ等と連
携・協力し、また青少年の活動支援を行う
体験活動コーディネーターを委嘱すること
により、社会奉仕活動や体験活動、スポー
ツ活動等を行う場づくりを推進する。

（４）立ち直りに資する少年事件捜査の推進等

○立ち直りに資する少年事件捜査等の推進

　非行等を犯した少年に対して、立ち直り
に資する感銘力のある捜査、調査を行うた
め、少年の特性等を踏まえた効果的な捜
査、調査の在り方を検討するとともに、カ
ウンセリング技術の習得など少年補導職員
等の専門的知識及び技能の向上を図る。

　少年の立ち直り及び適切な被害者支援等
に資する観点から、非行少年、保護者、被
害者等に対話の機会を提供する少年対話会
を実施し、その有効性等について検討を進
める。
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関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

厚生労働省 ○平成17年度以降、児童相談所が医療機
関や弁護士等と協力や連携を図るための
事業を実施し、体制の強化を推進。（児
童虐待防止対策支援事業）【厚生労働
省】

○医療機関との連携が図られてい
る自治体数
　Ｈ17.4.1　37都道府県・指定都
市
　Ｈ18.4.1　47都道府県・指定都
市・児童相談所設置市

○引き続き、現在の取組を継続
し、医療、法律等の専門機関と
の協力・連携体制の強化を図
る。

平成21年までに全都道府県・指定
都市で実施。（子ども・子育て応
援プラン）

厚生労働省 ○平成17年度以降、児童相談所が夜間・
休日の対応を行うための非常勤職員の配
置を実施。（児童虐待防止対策支援事
業）

○夜間・休日の対応がとれている
自治体数
　Ｈ17.4.1　59都道府県・指定都
市
　Ｈ18.4.1　63都道府県・指定都
市・児童相談所設置市

○引き続き、現在の取組を継続
し、夜間・休日の対応の強化
や、一時保護所の環境改善等を
推進する。

平成21年までに全都道府県・指定
都市で実施。（子ども・子育て応
援プラン）

○平成17年度、次世代育成支援対策施設
整備交付金を創設し、一時保護所が虐待
を受けた子どもと非行児童との混合処遇
の状況を改善することや、非行児童に個
別対応できる居室等の改善を図る場合
に、整備費の助成を実施。
【厚生労働省】

○一時保護所の環境改善が図られ
ている自治体数
　Ｈ17.4.1　12都道府県・指定都
市
　Ｈ18.4.1　17都道府県・指定都
市・児童相談所設置市

厚生労働省 ○市町村における児童虐待防止の中核と
なる要保護児童対策地域協議会について
設置を促進。なお、地域協議会の前倒し
設置を進めるため、平成18年度補正予算
において、同年度中に専任職員を配置し
て地域協議会を設置する場合には、その
調整機関に必要な設備の整備を実施。

○平成19年度予算において、要保護児童
対策地域協議会機能強化のため、都道府
県から地域協議会に児童相談所OB等児童
家庭相談の専門家を派遣・配置。
【厚生労働省】

◎要保護児童対策地域協議会（虐待防止
ネットワーク）の設置促進の機能強化
（予算額）
　Ｈ18年度　1,783百万円の内数
　Ｈ19年度　2,307百万円の内数

○市町村における要保護児童対策
地域協議会（虐待防止ネットワー
クを含む）の設置率
　Ｈ17.6　51.0％
　Ｈ19.3　85.1％（見込み）

○引き続き、現在の取組を継続
し、要保護児童対策地域協議会
の設置の促進を図るとともに、
機能強化に努めていく。

平成21年度までに全市町村に設
置。（子ども・子育て応援プラ
ン）

２　犯罪被害や虐待を受けた子どもに対する支援の強化

（１） 児童虐待防止対策の充実
○児童相談所と各種専門機関との連携の強化
　児童相談所が高度で専門的な判断が必要
なケースに対応できる体制を確保するた
め、医療、法律等の専門機関との協力・連
携体制の強化を図る。

○児童相談所の相談機能等の強化
　夜間・休日の対応を確保する「24時間・
365日体制強化事業」や一時保護所の環境
改善等の取組を推進する。

○市町村における虐待防止体制の整備

　市町村における要保護児童対策地域協議
会（虐待防止ネットワーク）の設置を促進
し、関係機関等の連携の下で適切な対応を
図る。
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関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

警察庁
文部科学省

○平成18年9月、「児童の安全の確認及
び安全の確保を最優先とした対応につい
て」を全国警察に通達。【警察庁】

○引き続き、現在の取組を継続
し、関係機関との一層の連携を
図って、児童虐待の早期発見と
被害児童の早期保護に努める。

○専門家を集めた調査研究会議を開催
し、学校等における児童虐待防止に向け
た取組について調査研究を実施。（学校
等における児童虐待防止に向けた取組に
関する調査研究）【文部科学省】

◎学校等における児童虐待防止に向けた
取組に関する調査研究（予算額）
　Ｈ18年度　10百万円

◎問題を抱える子ども等の自立支援事業
（予算額）
　Ｈ19年度　1,227百万円（新規）

○開催実績
　Ｈ17年度　７回
　Ｈ18年度　６回

○調査研究の成果として、教員
等向けの研修教材を作成し、児
童への支援等に向けた教職員の
適切な対応を促進する。

○児童虐待等の未然防止、早期
発見・早期対応など関係機関と
連携した効果的な取組について
も調査研究を実施する。（新規
「問題を抱える子ども等の自立
支援事業」）

警察庁 ○全国10か所（８都道府県）の街頭ビ
ジョンを活用し、少年相談窓口を広報す
る映像を放映。（再掲）

○引き続き、全国10か所（８都
道府県）の街頭ビジョンで広報
を行う予定。

○平成19年１月、各都道府県警察に対し
「都道府県・指定都市教育委員会におけ
る教育相談窓口との連携協力及び少年相
談窓口の夜間、休日における対応の強化
について」（通達）を発出し、教育相談
窓口との連携協力と夜間、休日における
相談への早急な対応等について指導を実
施。（再掲）

○各都道府県警察において当直
員、留守番電話、ＦＡＸ又はメー
ルにより、夜間、休日の相談に対
応。

○引き続き、夜間、休日におけ
る少年相談窓口の対応強化に努
める。

○少年相談フォーラムの開催や、研修の
実施を通じて少年相談に従事している警
察職員に、専門職として必要なカウンセ
リング知識や技術の修得を促進。
【警察庁】

○引き続き、少年相談フォーラ
ムを開催し、研修を実施する予
定。

○児童虐待等の被害から子どもを守るための対策の充実強化
　児童虐待等を受けた児童の適切な保護、
支援等を行うため、ボランティアや関係機
関と連携して、児童虐待等の被害から守る
ための対策を充実強化する。

（２） 犯罪等被害少年の立ち直り支援の充実
○被害少年の相談しやすい窓口の整備等
　犯罪等の被害を受けた少年が相談しやす
い環境の整備を図るため、「ヤング・テレ
ホン・コーナー」等の電話による相談窓口
の設置や、フリーダイヤル、インターネッ
トの利用による相談の導入等を促進すると
ともに、支援に当たる職員やボランティア
等の専門的な知識・カウンセリング技術の
修得・向上を図る。
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関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

文部科学省 ○スクールカウンセラーを活用するため
の効果的な取組についての調査研究を推
進。（再掲）

○スクールカウンセラーについて
は平成18年度計画で中学校を中心
に約１万校に配置。（実績は集計
中）
　Ｈ17年度　9,547校
　Ｈ18年度（実績集計中）

○引き続き、スクールカウンセ
ラーの配置・活用を推進する。

○地域の人材を活用した「子どもと親の
相談員」の配置と、生徒指導体制の充実
や関係機関との連携を推進。（再掲）
【文部科学省】

○子どもと親の相談員の配置
　Ｈ17年度　974校
　Ｈ18年度　968校

○引き続き「子どもと親の相談
員」の配置を推進する。

厚生労働省 ○虐待を受けた子ども等に対し、個別に
きめ細やかな支援を行うため、施設の小
規模化の推進や心理療法担当職員、被虐
待児個別対応職員の配置により、支援を
強化。また、里親制度の充実を図るた
め、里親支援事業、里親委託推進事業を
推進。【厚生労働省】

○施設の小規模化の推進
   Ｈ17年度  375か所
　 Ｈ18年度  440か所

○心理療法担当職員の配置
　 Ｈ17年度  299か所
   Ｈ18年度  489か所

○被虐待児個別対応職員の配置
   Ｈ17年度  676か所
　 Ｈ18年度  685か所

○里親制度の推進（委託率）
　 Ｈ17年度　9.1(%)
 　Ｈ18年度　集計中

○引き続き、虐待を受けた子ど
もに対して、児童養護施設等に
おける支援の向上や、里親制度
の充実を図る。

○施設の小規模化の推進
　Ｈ21年度　845か所（子ども・子
育て応援プラン）

○里親委託率
　Ｈ21年度　15％（子ども・子育
て応援プラン）

警察庁 ○全国の少年相談等の担当者を対象とし
た会議において、外国人少年の非行防止
対策に関する優良事案の紹介等の情報交
換を実施。【警察庁】

○外国人少年の非行防止や相
談・補導等の取組の在り方等に
ついて検討する。

　外国人少年や保護者に対する相談・補導
活動等を効果的に実施するため、生活習慣
や文化の差異等を踏まえた効果的な面接・
相談要領や、保護者に対する指導要領、広
報啓発資料等の作成等の取組を推進する。

３　外国人への子どもへの支援

（１） 効果的な相談・補導活動等の推進

○児童養護施設や里親制度の充実
　保護者から虐待を受けた子ども等に対し
ては、より良い環境の下で養育を行う必要
があるため、児童養護施設等における支援
の向上や、里親制度の充実を図る。

○学校における相談体制の充実
　スクールカウンセラーや「子どもと親の
相談員」を配置し、児童生徒の相談や、保
護者や教員への助言・支援に当たること等
により、学校における相談体制を充実す
る。

（３） 特に支援を必要とする子どもとその家庭に対する支援の充実
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関連府省 主な施策の実施状況 具体的な達成状況（数値等） 今後の主な施策の実施予定 備考

文部科学省 ○日本語指導等に対応した教員の配置。 ○加配教員
　Ｈ17年度積算　985人
　Ｈ18年度積算　985人
　Ｈ19年度積算　985人

○引き続き、日本語指導等に対
応した教員の配置に努める。

○ＪＳＬ(Japanese as a second
language)カリキュラム（第二言語とし
ての日本語指導法）の開発。

○「ＪＳＬカリキュラム実践支
援事業」を実施する。

○外国人児童生徒教育に携わる教員や校
長・教頭及び指導主事などの管理職を対
象として、日本語指導法等を主な内容と
した実践的な講習会の実施。

○講習会開催実績
　Ｈ17年度　年１回
　Ｈ18年度　年１回
　Ｈ19年度　年１回（予定）

○引き続き、日本語指導法等を
主な内容とした実践的な講習会
を実施する。

○就学ガイドブックの周知。修学ガイド
ブックを教育委員会等に配布し、ＨＰに
掲載。

○就学ガイドブックの簡易版を
作成、配布する予定。

○不就学外国人児童生徒の実態把握及び
就学支援の在り方の研究の実施。（不就
学外国人児童生徒支援事業）

◎不就学外国人児童生徒支援事業（予算
額。18年度限り）
　Ｈ18年度　19百万円

○「不就学外国人児童生徒支援事
業」指定地域
　Ｈ18年度　13か所

○引き続き、外国人児童生徒の
受入体制や日本語教育の充実に
努める。

○地域における日本語指導、適応指導の
充実を図る支援体制モデルの構築の実
施。（帰国・外国人児童生徒教育支援体
制モデル事業）
【文部科学省】

◎帰国・外国人児童生徒受入促進事業
（予算額）
　Ｈ19年度　157百万円（新規）

○「帰国・外国人児童生徒教育支
援体制モデル事業」指定地域
　Ｈ18年度　16か所

○「帰国・外国人児童生徒受入
促進事業」の実施する。(平成
18年度「帰国・外国人児童生徒
教育支援体制モデル事業」の内
容を継承）

厚生労働省 ○外国人の多い公共職安定所に外国人雇
用サービスコーナーを設置し、英語、ポ
ルトガル語等の通訳相談員を配置すると
ともに、日本で就労するために知ってお
くべき基本的な事項について５か国語に
翻訳したパンフレットを作成・配布。
【厚生労働省】

○外国人雇用サービスコーナーの
設置
　Ｈ17年度　80か所
　Ｈ18年度　81か所

○外国人求職者向けパンフレット
の作成
　Ｈ17年度　91,152冊
　Ｈ18年度　80,700冊

○引き続き、外国人雇用サービ
スコーナーの設置、外国人求職
者向けパンフレットの配布を実
施する。

(注）◎印は、関連する施策の予算額を示す。

　学校への日本語指導等のための教員の配
置や、日本語指導法の開発、日本語指導に
関する研修の実施など、公立学校における
外国人児童生徒の受入体制の充実を図る。
学校外においても、地域における日本語教
育の充実を図る。
　また、不就学の問題については、関係機
関とも連携しつつ、不就学の実態把握や要
因分析、就学支援のあり方等について検討
を行う。

○外国人の就労支援
　外国人の子どもの保護者の就労支援のた
め、主要な公共職業安定所に外国人雇用
サービスコーナーを設け、通訳相談員を配
置するなどの取組を推進する。

（２） 外国人児童生徒の受入体制の充実等
○外国人児童生徒の受入体制の充実
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